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＜参考－抜粋－＞ 

○富士見市環境基本条例 

平成１３年１２月２５日 

市条例第３１号 

（環境審議会） 

第２７条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づく審議会その

他の合議制の機関として、富士見市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、審議する。 

(１) 第８条第３項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項 

(２) 環境の保全及び創造に関する事項 

３ 審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じて環境の保全及び創造に関する

基本的事項について、市長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

５ 委員は、環境の保全及び創造に関し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

７ 委員は、再任されることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

（富士見市公害対策審議会条例の廃止） 

２ 富士見市公害対策審議会条例（昭和４８年条例第１３号）は、廃止する。 

（富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

３ 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

９年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 


